
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

今回施行規則改正の対象となる主な南極特別保護地区・南極史跡記念物 位置図

 

第 19 南極特別保護地区 

フォルリダス沼及びデイヴィス谷

第 32 南極特別保護地区 

キングジョージ島のポッター半島 

第 33 南極特別保護地区 

ネルソン島西海岸のハーモニー岬 

第 40、45 南極特別保護地区 

デセプション島、同島フォスター泊地 

第 49 南極特別保護地区 

リヴィングストン島のシレフ岬 

第 63 南極特別保護地区（新規指定） 

ダクシン・ガンゴトリ氷河 

第 64 南極特別保護地区（新規指定）

スカリン・モノリス及びマレー・モノリス

サウス・シェトランド諸島 
ドロンニング・モード・ランド 

ランド 

マック・ロバートソン・ 

第 80 南極史跡記念物（新規指定） 

アムンゼン・テント 

第 79 南極史跡記念物（新規指定） 

第一次ドイツ南極探検隊の支援のためにドッケリー山に建てられた小屋

第 55 南極特別保護地区 

ロス島のエヴァンズ岬 

第 57 南極特別保護地区 

ロス島のロイズ岬のバックドアー湾 

第 58 南極特別保護地区 

ロス島のハット岬のディスカバリー小屋 

第 59 南極特別保護地区 

アデア岬 

別添（２）


